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１．基準の趣旨、博物館の設置、
基本的運営方針、評価について
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１．博物館WG（第１回）で出された主な意見①
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◆ 第一条（趣旨）関係

⚫ 文化芸術基本法に沿った趣旨を反映させるべき。

◆ 第二条（設置）関係

⚫ 博物館は資料を永続して管理していくことが求められるため、館のコンセプトの継続性が問題。管
理者が変わると今までの水準がガラッと変わってしまう場合もある。そうした点を担保する仕組みが
必要ではないか。

⚫ 公立館が前提のような書きぶりだが、企業立もある中でこの形を維持するのが果たしてよいのか。
第二条全体の立てつけを考える必要があるのではないか。

⚫ 約700館ある企業立ミュージアムのことを新たに盛り込んでみてはどうか（公益性、継続性の観
点から何らかの基準は必要）。

⚫ 設置者の責任を明確にすることができないか。第２項と第３項の間に責任事項を入れてはどうか。

⚫ 指定管理者制度において、設置者の権限は大きく、管理者にコスト競争をさせることも、指定管
理期間を30年とすることもできる。その場合、基本的運営方針においても大前提となる、博物館
の使命・目的を設置者がきちんと示すことが重要。

⚫ 指定管理制度は管理者の権限が大きいが、一方でコンセッション方式はいわば運営権を買うもの
であり、管理者の権限（民間の裁量）が大きい。この両者の違いを意識しながら、PFIやコンセッ
ションに関する記載も必要ではないか。

⚫ 設置者と、現場の事業執行者との役割分担を明確化すべきではないか。



１．博物館WG（第１回）で出された主な意見②
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◆ 第三条（基本的運営方針）関係

⚫ 今後の社会の変化を見据え、博物館には、登録基準、さらにより高い水準を目指してもらいたい。

⚫ 博物館運営の拠り所として、中期計画の策定は重要（各館の未来に向けた取組の推進）。

⚫ 小規模館にとっては、館の中期計画を設置者の行政計画（文化芸術振興計画等）ときちんと連
動させることが、館の取組の実効性を担保する上で重要。

⚫ 海外では計画の改訂時期が決まっていたりする。年数を示すかは別として、更新を規定してはどうか。

⚫ 組織はトップで変わるものであり、望ましい基準の中で、館長の役割を規定してはどうか。

◆ 第四条（評価）関係

⚫ 文化芸術基本法を踏まえ、第２項に博物館活動の支援者、文化芸術関係者等を入れては。

⚫ 現状は点検・評価のことを総論的に述べているに過ぎない。評価を実施することで館の経営・運
営が良くなっていくような点検・評価の在り方を、ここに書き込めるとよい。

⚫ 評価事項を次につなげること、チェック後のアクションが大切であり、次の計画に反映させるべき。
改善も重要だが、一方でやめるべきことが明らかになった場合はやめることも重要である。

⚫ 評価が自体が目的化していることもある。現状の評価方法自体を見直し、改善することも必要。

⚫ 評価が公表されているが、文章ばかりで必ずしも一般に理解できるものではない。誰もが見やすく、
理解しやすい公表方法により、市民の理解を得ることは重要。

⚫ 評価と事業実績報告書とのすみ分けを意識すべき。また、建前にならないようにすることが大事。

⚫ 基本的運営方針もそうだが、評価についても、具体的な「手引き書」等があれば有益。



２．第１回のご指摘を踏まえた改正案（第一条）
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第一条（趣旨）

現行 第一条（第１項及び第２項）
第一条 この基準は、博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）第八条の規定に
基づく博物館の設置及び運営上の望ましい基準であり、博物館の健全な発達を図ることを
目的とする。
２ 博物館は、この基準に基づき、博物館の水準の維持及び向上を図り、もって教育、学術
及び文化の発展並びに地域の活性化に貢献するよう努めるものとする。

改正案 第一条（第１項及び第２項）
第一条 この基準は、博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という
。）第八条の規定に基づく博物館の設置及び運営上の望ましい基準であり、博物館の
健全な発達を図ることを目的とする。

２ 博物館は、この基準に基づき、その設置の目的や当該博物館の使命を達成するため、
博物館の事業の水準の維持及び向上並びに活動の充実及び発展を図り、もって教育、
学術及び文化の発展並びに地域の活性化に貢献するよう努めるものとする。



２．第１回のご指摘を踏まえた改正案（第二条）
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現行 第二条（第１項及び第２項）
第二条 都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等多様な分
野にわたる資料（電磁的記録を含む。以下同じ。）を扱うよう努めるものとする。

２ 市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、その規模及び能力に応じて、単独で又は他
の市町村と共同して、博物館を設置するよう努めるものとする。

改正案 第二条（第１項、第２項、第３項）
第二条 都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等多様な分
野にわたる資料（電磁的記録を含む。以下同じ。）を扱うよう努めるものとする。

２ 市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、その規模及び能力に応じて、単独で又は他
の地方公共団体と共同して、博物館を設置するよう努めるものとする。

３ 博物館の設置者は、その設置する博物館がこの基準に基づき事業の水準の維持 及び
向上並びに活動の充実及び発展を図ることができるよう、当該博物館の事業の実施、職
員の確保及び処遇の向上、施設及び設備等の維持、充実及び活用等に必要な資金の
確保、条例その他の規程の見直し、その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第二条（博物館の設置等）



２．第１回のご指摘を踏まえた改正案（第二条）
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現行 第二条（第３項）
３ 博物館の設置者が、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四
条の二第三項の規定により同項に規定する指定管理者に当該博物館の管理を行わせ
る場合その他当該博物館の管理を他の者に行わせる場合には、これらの設置者及び管
理者は相互の緊密な連携の下に、当該博物館の事業の継続的かつ安定的な実施の確
保、事業の水準の維持及び向上を図りながら、この基準に定められた事項の実施に努め
るものとする。

改正案 第二条（第４項）
４ 博物館の設置者が、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四
条の二第三項に規定する指定管理者の選定や、民間資金等の活用による公共施設等
の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第十六条の規定による
公共施設等運営権の設定など、官民連携による施設の運営管理を行う場合には、当該
博物館の事業の継続的かつ安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上を図るこ
とができるよう、運営管理期間や実施体制、自主的な運営改善の取組を推進するための
諸条件等について十分な検討を行い、設置者及び管理運営者の相互の緊密な連携の
下に、この基準に定められた事項の実施に努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第二条（博物館の設置等）



２．第１回のご指摘を踏まえた改正案（第四条）
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現行 第三条（第１項）
第三条 博物館は、その設置の目的を踏まえ、資料の収集・保管・展示、調査研究、教
育普及活動等の実施に関する基本的な運営の方針（以下「基本的運営方針」という。
）を策定し、公表するよう努めるものとする。

改正案 第四条（第１項及び第２項）
第四条 博物館は、当該博物館における博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館
資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針（以下単に「基本的運営方針」
という。）の策定に当たっては、その設置の目的や当該博物館の使命を明確に示すとともに
、当該基本的運営方針に基づき当該博物館の活動の充実及び発展が図られ、利用者及
び地域住民並びに社会の要請に十分応えるものとなるよう留意するものとする。

２ 博物館は、地域や社会の状況の変化に対応し、必要に応じて基本的運営方針の見直し
を行うよう努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第四条（基本的運営方針及び計画）



２．第１回のご指摘を踏まえた改正案（第四条）
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現行 第三条（第２項及び第３項）
２ 博物館は、基本的運営方針を踏まえ、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画を
策定し、公表するよう努めるものとする。

３ 博物館は、基本的運営方針及び前項の事業計画の策定に当たっては、利用者及び
地域住民の要望並びに社会の要請に十分留意するものとする。

改正案 第四条（第３項及び第４項）
３ 博物館は、基本的運営方針を踏まえ、複数事業年度にわたる中期計画及び事業年
度ごとの事業計画を策定し、公表するとともに、その運営状況の評価に係る適切な指標
を設定するよう努めるものとする。

４ 博物館は、前項の中期計画及び事業計画の策定に当たっては、その設置の目的や当
該博物館の使命並びに地域において定める教育の振興及び文化芸術の推進に関する
計画を踏まえ、利用者及び地域住民並びに社会の要請に十分応えるものとなるよう留
意するものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第四条（基本的運営方針及び計画）



２．第１回のご指摘を踏まえた改正案（第五条）
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現行 第四条（第１項及び第２項）
第四条 博物館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の
水準の向上を図るため、各年度の事業計画の達成状況その他の運営の状況について、
自ら点検及び評価を行うよう努めるものとする。

２ 博物館は、前項の点検及び評価のほか、当該博物館の運営体制の整備の状況に応
じ、博物館協議会の活用その他の方法により、学校教育又は社会教育の関係者、家
庭教育の向上に資する活動を行う者、当該博物館の事業に関して学識経験のある者
、当該博物館の利用者、地域住民その他の者による評価を行うよう努めるものとする。

改正案 第五条（第１項及び第２項）
第五条 博物館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確保し、その事業の水準
の向上を図るため、前条第三項の中期計画及び事業計画の達成状況、当該博物館の活
動の成果その他の運営の状況について、自ら点検及び評価を行うよう努めるものとする。

２ 博物館は、前項の点検及び評価のほか、当該博物館の運営体制の整備の状況に応じ、
博物館協議会の活用その他の方法により、当該博物館の利用者及び活動の支援者、地
域住民、当該博物館の事業に関して学識経験のある者その他の多様な関係者による評価
を行うよう努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第五条（運営の状況に関する点検及び評価等）



２．第１回のご指摘を踏まえた改正案（第五条）
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現行 第四条（第３項及び第４項）
３ 博物館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該博物館の運営の改善を図
るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

４ 博物館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容につ
いて、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク（以下「インターネット等」という。
）を活用すること等により、積極的に公表するよう努めるものとする。

改正案 第五条（第３項及び第４項）
３ 博物館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該博物館の運営の改善を図るた
め必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

４ 博物館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前項の措置の内容につい
て、インターネットを活用すること等により、積極的に公表するよう努めるものとする。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第五条（運営の状況に関する点検及び評価等）
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２．博物館の経営について
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２． 「望ましい基準」改正の方向性 ～経営～
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◆ 現状の課題

⚫ 博物館のマネジメントや、経営基盤強化の重要性が認識される中、新たに博物館の経営に関
する条を設けてはどうか。

⚫ これまでの文化庁委託事業等の成果を踏まえ、寄附、会員制度、収益事業との連携など、収入
の多角化について規定してはどうか。
また、入館料を徴収する際の留意事項について、あわせて規定することが考えられるのではないか。

⚫ 館外の専門家やボランティアといった、館の職員以外の人材の活用について規定してはどうか。

⚫ また、経営に当たり、国際的な状況を踏まえ、海外との連携・協力なども視野に入れてはどうか。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準（現状）

（平成23年12月20日文部科学省告示第165号）

※現在、経営に関する独立の規定はない。

博物館法 第26条（抜粋）

第二十六条（入館料等）
公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物
館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。



これからの博物館に求められる役割・機能（5つの方向性）
文化審議会答申2021.12

① 資料の収集・保存と文化の継承（「守り、受け継ぐ」）
博物館は、自然と人類に関する有形・無形の遺産を、関連する事項を含めて地域や社会から資料と

して収蔵し、損失のリスクから確実に守るとともに、調査研究によって資料の価値を高め、未来へと

継承する。

② 資料の展示、情報の発信と文化の共有（「わかち合う」）
博物館は、資料を系統的に展示し、デジタル化し、来場者のみならず広く情報を発信することによ

り、共感と共通理解を醸成するなど人びとと文化を共有する。

③多世代への学びの提供（「育む」）
博物館は、生涯学習・社会教育の拠点として、多世代の人びとへの学びの機会を提供し、現在と未

来に生きる世代を育む。

④ 社会や地域の課題への対応（「つなぐ、向き合う」）
博物館は、幅広い文化芸術活動をはじめ、まちづくりや福祉、国際交流、観光、産業、環境などの

関連団体、関係者とつながりながら、社会や地域における様々な課題に向き合い、解決に取り組むこ

とにより、持続可能な地球環境の維持、創造的で活力ある地域社会づくり、人びとの健康で心豊かな

生活に貢献する。

⑤ 専門的人材の確保、持続可能な活動と経営の改善向上（「営む」）
博物館は、博物館を取り巻く幅広い業務に従事する様々な専門的人材を確保するとともに、物的、

財源的な基盤を確保し、安定した経営を行うことによって持続して公益の増進を図る。また、使命の

達成をめざし、評価・検証することにより、その活動と経営を改善し、価値を最大化させる。

博物館法制度の今後の在り方について（答申） (mext.go.jp)
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https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000148971.pdf
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趣 旨

令和４年度事業

寄付・ファンドレイジングの普及に向けた文化庁の取組
令和４年度博物館機能強化推進事業より、博物館における寄付促進・ファンドレイジングの取組の検証を開始。令和５年度は本成果を踏まえ、
ファンドレイジングに関する説明会や個別相談会を実施。令和６年度は令和５年度の実証を踏まえ、博物館振興団体を中心としたより具体的
な受入態勢強化に向け実証を行うとともに、引き続きファンドレイジングに関する説明会や個別相談会を実施。

〇会員制度の構築実証事業

メンバーシップ、ボランティア、スポンサード等、個人・法人を対象とした会員制度等を検証。
（事例）・北九州市立美術館における友の会制度の立ち上げ（法人会員7者/年10万円）

・ロマンスカーミュージアムにおける会員制度創設（キッズパートナー270組/年3,000円）

〇クラウドファンディング・遺贈寄付の受け入れ実証事業

クラウドファンディング、ふるさと納税等の、個人・法人を対象とした寄付や遺贈等を検証。
（事例）・パルテノン多摩におけるクラウドファンディング事業の実施（250万目標→385万達成）

・博物館明治村における遺贈寄付への取り組み

→ 実証研究の成果を実装横展開すべく、文化庁HPにて、博物館ファンドレイジングガイドブック、会員
制度導入メソッドツール、説明会動画等を公開。
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/93698501.html

令和５年度事業
〇経営基盤強化に向けた組織改革の促進に関する実践的な調査研究

我が国における中間支援組織の在り方の検討と、その活動のための経営基盤強化の方策、あわせて自治体における寄
付受け入れメニューや構造を把握し、公立博物館における寄付受け入れに係る構造的課題の分析やその解決策（運
営体制に係る会計構造や基金の設置・運営、公募債やふるさと納税の活用等）についての調査研究を行った。

〇ファンドレイジング説明会及び相談会の実施

博物館関係者に対し、ファンドレイジングに関する基礎的知識や手法を説明し、実施に関する個別相談を受け付けるこ
とで、各館における戦略的なファンドレイジング活動を推進。相談会は関東地区１回、関西地区１回、オンライン３回
開催し、博物館における取組事例を紹介し、ファンドレイジングへの理解と取り組み機運を醸成した。

令和６年度事業
〇経営基盤強化に向けた組織改革の促進に関する実証的な調査研究
多様な資金獲得の実践を通した実証事業の実施により、博物館への中間支援を充実させるための経営基盤強化について、博物
館振興団体の発信力の強化と寄付等受入体制の強化及びミュージアム寄付ポータルの立ち上げについての実証を行う。また、昨
年度に引き続き博物館関係者向けにファンドレイジングに関する基礎的知識や手法を説明し、個別相談を受け付けることで（相
談会は信州地区１回、関西地区１回、オンライン開催３回実施）、各館における戦略的なファンドレイジング活動を推進する。
〇ミュージアムプロフェッション養成のための専門人材派遣

クラウドファンディングやメンバーシップなどのファンドレイジング活動を具体的に進めるための専門人材を派遣する。
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17

17€（2,776円）

25＄（3,743円）

17＄（2,546円）

12＄（1,797円）
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R2日本の博物館総合調査.pdf

国公立博物館は私立博物館に比して収入が小さく、予算措置される交付金や
運営費の割合が大きい。
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https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/R2sougoutyousa.pdf


２． 「望ましい基準」改正案 ～経営～
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第三条（博物館の経営）

新設（案）
第三条 博物館は、基礎的な運営費を確保するのみならず、入館料の徴収、寄附の受入
れ、会員制度による会費の徴収、効果的な収益事業との連携等により、当該博物館の収
入の多角化とその拡大を図り、将来にわたって文化拠点としての当該博物館の活動が充実
、発展し、持続的で健全な運営が可能となるよう努めるものとする。
２ 公立博物館（法第二条第二項に規定する公立博物館をいう。）が、法第二十六条
ただし書の規定に基づきその維持運営に必要な入館料その他博物館資料（法第二条第
四項に規定する博物館資料をいう。以下同じ。）の利用に対する対価を徴収する場合に
は、博物館の健全な発達を図り、もって国民の教育、学術及び文化の発展に寄与するとの
法の目的も踏まえ、一般公衆が来館しやすいように配慮するとともに、博物館資料の展示
（インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを
含む。以下同じ。）や説明等の工夫や様態に応じて対価を柔軟かつ効果的に設定するも
のとする。
３ 博物館は、外部の専門性を有する者の知見も活用しつつ、当該博物館の利用者の拡
大とその満足度の向上に努めるとともに、寄附者、ボランティアその他の博物館活動の支援
者の拡大に努めるものとする。
４ 博物館は、その経営に当たり、国際的な状況や海外博物館の動向を踏まえ、必要に応
じて海外を含めた他館との連携、調査研究や展示での国際連携、その他経営の改善に向
けた工夫に努めるものとする。



３．資料の収集、保管について
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３．「望ましい基準」改正の方向性 ～収集、保管～
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◆ 現状の課題

⚫ 博物館法改正に伴い、デジタルアーカイブや外部データベースへの連携、資料の収集及び管
理の方針について規定する必要があるのではないか。その際、収蔵庫の不足に直面する館が増
える中、資料管理の在り方について検討する旨を定めておく方がよいのではないか。

⚫ 展示については、第六条に規定があることから、表題から削除し、「収集、保管」としてはどうか。

博物館の設置及び運営上の望ましい基準（現状）

（平成23年12月20日文部科学省告示第165号）

（資料の収集、保管、展示等）

第五条 博物館は、実物、標本、文献、図表、フィルム、レコード等の資料（以下「実物等資料」という。）について、その所在等の調査
研究を行い、当該実物等資料に係る学術研究の状況、地域における当該実物等資料の所在状況及び当該実物等資料の展示上の
効果等を考慮して、基本的運営方針に基づき、必要な数を体系的に収集し、保管（育成及び現地保存を含む。以下同じ。）し、及び
展示するものとする。
2 博物館は、実物等資料について、その収集若しくは保管が困難な場合、その展示のために教育的配慮が必要な場合又はその館外へ
の貸出し若しくは持出しが困難な場合には、必要に応じて、実物等資料を複製、模造若しくは模写した資料又は実物等資料に係る模
型（以下「複製等資料」という。）を収集し、又は製作し、当該博物館の内外で活用するものとする。その際、著作権法（昭和四十五
年法律第四十八号）その他の法令に規定する権利を侵害することのないよう留意するものとする。
3 博物館は、実物等資料及び複製等資料（以下「博物館資料」という。）に関する図書、文献、調査資料その他必要な資料（以下
「図書等」という。）の収集、保管及び活用に努めるものとする。
4 博物館は、その所蔵する博物館資料の補修及び更新等に努めるものとする。
5 博物館は、当該博物館の適切な管理及び運営のため、その所蔵する博物館資料及び図書等に関する情報の体系的な整理に努める
ものとする。
6 博物館は、当該博物館が休止又は廃止となる場合には、その所蔵する博物館資料及び図書等を他の博物館に譲渡すること等により、
当該博物館資料及び図書等が適切に保管、活用されるよう努めるものとする。
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博物館法 第３条（抜粋）

第三条（博物館の事業）
博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
一 実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、
保管し、及び展示すること。

二 分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
三 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
四 一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実
験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。

五 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
六 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
七 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒
布すること。

八 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
九～十二 （略）

公布通知における「留意事項」

電磁的記録の作成・公開に関する規定

22
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文化審議会第4期博物館部会（第2回） | 文化庁 (bunka.go.jp) 資料１より

博物館資料のデジタル・アーカイブ化の目的・状況について

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/hakubutsukan/hakubutsukan04/02/93734001.html
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登録の基準を定めるための参酌基準

博物館法施行規則 第19～21条（抜粋）

第十九条（博物館の体制に関する基準）
一 博物館資料の収集、保管及び展示（電磁的記録を公開することを含む。）並びに博物館資
料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、
相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。

二 博物館資料の収集及び管理の方針を定め、博物館資料を体系的に収集する体制を整備し
ていること。

三 博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該
博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。

四 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵
する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。

五 単独で又は諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する
体制を整備していること。

六 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活
動を行う体制を整備していること。

七 研修に職員が参加する機会が確保されていること。

第二十条（博物館の職員に関する基準）
一 博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。
二 学芸員が置かれていること。
三 博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

第二十一条（博物館の施設及び設備に関する基準）
一 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が
整備されていること。

二 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。
三 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。
四 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するため
の配慮がなされていること。
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第５期第３回博物館部会資料より

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/hakubutsukan/hakubutsukan05/03/pdf/94026101_02.pdf
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第５期第３回博物館部会参考資料２より

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/hakubutsukan/hakubutsukan05/03/pdf/94026101_03.pdf
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約6割の館で
収蔵庫が
「満杯状態」

R2sougoutyousa.
pdf (j-muse.or.jp)

約5割の館で
資料台帳未記
載の収蔵資料
がある

https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/R2sougoutyousa.pdf
https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/R2sougoutyousa.pdf


２．「望ましい基準」改正案 ～資料の収集、保管等～
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第六条第１項、第２項（資料の収集、保管等）

改正案 第六条（第１項、第２項）
第六条 博物館は、当該博物館における博物館資料の収集及び管理の方針の策定に当
たっては、博物館資料に係る電磁的記録の活用の方法について留意するとともに、その所
蔵する博物館資料の将来的な充実及び発展的な活用に向け、収集する資料の範囲や
、資料の再評価や譲渡等を含めた資料管理の在り方について検討するものとする。

２ 博物館は、資料の収集及び保管に当たっては、当該資料に係る学術研究の状況、当
該資料の重要性及び展示上の効果等を考慮して、必要な数を体系的に収集し、保管
（育成及び現地保存を含む。以下同じ。）するものとする。

現行 第五条（第１項）
第五条 博物館は、実物、標本、文献、図表、フィルム、レコード等の資料（以下「実物
等資料」という。）について、その所在等の調査研究を行い、当該実物等資料に係る学
術研究の状況、地域における当該実物等資料の所在状況及び当該実物等資料の展
示上の効果等を考慮して、基本的運営方針に基づき、必要な数を体系的に収集し、保
管（育成及び現地保存を含む。以下同じ。）し、及び展示するものとする。



２．「望ましい基準」改正案 ～資料の収集、保管等～
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第六条第３項～第５項（資料の収集、保管等）

現行 第五条（第２項）
２ 博物館は、実物等資料について、その収集若しくは保管が困難な場合、その展示のため
に教育的配慮が必要な場合又はその館外への貸出し若しくは持出しが困難な場合には、
必要に応じて、実物等資料を複製、模造若しくは模写した資料又は実物等資料に係る模
型（以下「複製等資料」という。）を収集し、又は製作し、当該博物館の内外で活用する
ものとする。その際、著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）その他の法令に規定す
る権利を侵害することのないよう留意するものとする。

改正案 第六条（第３項、第４項、第５項）
３ 博物館は、資料の収集若しくは保管が困難な場合、展示のために教育的配慮が必要な
場合又は館外への貸出し若しくは持出しが困難な場合には、必要に応じて当該資料を複
製、模造若しくは模写した資料を収集し、又は製作し、当該博物館の内外で活用するもの
とする。

４ 博物館は、博物館資料に係るデジタルアーカイブを作成することで、その所蔵する博物館
資料の安定的な保存、効率的な管理、積極的な活用の促進に努めるものとする。その際、
博物館資料の利用の拡大のため、外部データベース等との連携に努めるものとする。

５ 博物館は、前二項の実施に当たって、著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）そ
の他の法令に規定する権利を侵害することのないよう留意するものとする。



２．「望ましい基準」改正案 ～資料の収集、保管等～
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博物館の設置及び運営上の望ましい基準 第六条第６項～第８項（資料の収集、保管等）

現行 第五条（第３項、第４項、第５項、第６項）
３ 博物館は、実物等資料及び複製等資料（以下「博物館資料」という。）に関する図書、文
献、調査資料その他必要な資料（以下「図書等」という。）の収集、保管及び活用に努めるも
のとする。

４ 博物館は、その所蔵する博物館資料の補修及び更新等に努めるものとする。
５ 博物館は、当該博物館の適切な管理及び運営のため、その所蔵する博物館資料及び図書
等に関する情報の体系的な整理に努めるものとする。

６ 博物館は、当該博物館が休止又は廃止となる場合には、その所蔵する博物館資料及び図
書等を他の博物館に譲渡すること等により、当該博物館資料及び図書等が適切に保管、活用
されるよう努めるものとする。

改正案 第六条（第６項、第７項、第８項）
６ 博物館は、博物館資料に関する図書、文献、調査資料その他必要な情報（以下「図書等」
という。）の収集、保管及び活用に努めるものとする。

７ 博物館は、その所蔵する博物館資料の適切な管理のため、博物館資料を定期的に点検し、
補修及び更新等を適切に行うとともに、その来歴や展示の実績等の記録に努めるものとする。

８ 博物館は、当該博物館が休止又は廃止となる場合には、その所蔵する博物館資料及び図書
等を他の博物館に譲渡すること等により、当該博物館資料及び図書等が適切に保管、活用され
るよう努めるものとする。また、休止又は廃止に備え、目録の公開や他の博物館等との連携に努め
るものとする。
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